
昭
和
十
七
年
鉄
道
省
令
第
三
号

鉄
道
運
輸
規
程

鉄
道
運
輸
規
程
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
章
　
総
則

第
一
条
　
鉄
道
ハ
運
輸
ノ
安
全
便
益
ヲ
旨
ト
シ
係
員
ヲ
シ
テ
懇
切
ニ
其
ノ
職
務
ヲ
行
ハ
シ
ム
ベ
シ

第
二
条
　
旅
客
、
貨
主
及
公
衆
ハ
鉄
道
係
員
ノ
職
務
上
ノ
指
図
ニ
従
フ
ベ
シ

第
三
条
　
旅
客
、
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
取
扱
ニ
関
ス
ル
鉄
道
ノ
処
置
ヲ
不
当
ナ
リ
ト
シ
テ
申
告
ヲ
為
シ
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
鉄
道
ハ
遅
滞
ナ
ク
之
ガ
弁
明
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ
氏
名
及
住
所
ヲ
明
示
セ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
四
条
　
鉄
道
ハ
停
車
場
ニ
運
賃
表
、
料
金
表
、
旅
客
列
車
（
混
合
列
車
ヲ
含
ム
以
下
同
ジ
）
ノ
時
刻
表
其
ノ
他
運
輸
上
必
要
ナ
ル
諸
表
規
則
等
ヲ
備
附
ク
ベ
シ

第
五
条
　
鉄
道
ハ
旅
客
又
ハ
貨
主
ニ
対
シ
通
知
ヲ
発
ス
ベ
キ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
責
ニ
帰
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
之
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ
著
シ
ク
困
難
ナ
ル
ト
キ
ハ
当
該
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
掲
示
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル

コ
ト
ヲ
得

第
六
条
　
削
除

第
七
条
　
第
十
九
条
、
第
二
十
八
条
乃
至
第
三
十
四
条
、
第
七
十
三
条
乃
至
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
及
第
七
十
九
条
ノ
規
定
ハ
鉄
道
ト
通
シ
運
送
ヲ
為
ス
場
合
ニ
於
ケ
ル
軌
道
、
自
動
車
又
ハ
索
道
ニ
依
ル
運
送
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
章
　
旅
客
運
送

第
八
条
　
鉄
道
ハ
停
車
場
ニ
当
該
停
車
場
ヨ
リ
ノ
旅
客
運
賃
表
及
当
該
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
旅
客
列
車
ノ
出
発
時
刻
表
ノ
摘
要
ヲ
掲
示
ス
ベ
シ

鉄
道
ハ
主
要
ナ
ル
停
車
場
ニ
ハ
当
該
停
車
場
ニ
於
ケ
ル
旅
客
列
車
ノ
到
著
時
刻
表
ノ
摘
要
ヲ
掲
示
ス
ベ
シ

第
一
項
ノ
出
発
時
刻
表
ニ
ハ
終
著
停
車
場
ノ
名
称
、
列
車
及
之
ニ
連
結
ス
ル
客
車
ノ
種
類
並
ニ
連
絡
列
車
ノ
摘
要
ヲ
附
記
ス
ベ
シ

第
九
条
　
鉄
道
ハ
旅
客
列
車
ガ
著
シ
ク
遅
延
シ
テ
発
著
シ
又
ハ
其
ノ
運
転
ヲ
中
断
シ
若
ハ
休
止
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
ヲ
関
係
停
車
場
ニ
掲
示
ス
ベ
シ

第
十
条
　
鉄
道
ハ
旅
客
ノ
同
伴
ス
ル
六
年
未
満
ノ
小
児
ヲ
旅
客
一
人
ニ
付
少
ク
ト
モ
一
人
迄
無
賃
ヲ
以
テ
運
送
ス
ベ
シ

割
引
乗
車
券
ヲ
以
テ
乗
車
ス
ル
旅
客
又
ハ
乗
車
位
置
ノ
指
定
ヲ
為
ス
列
車
若
ハ
客
車
ニ
乗
車
シ
特
ニ
小
児
ノ
為
其
ノ
座
席
ヲ
請
求
ス
ル
旅
客
ニ
付
テ
ハ
鉄
道
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ラ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

鉄
道
ハ
十
二
年
未
満
ノ
小
児
ヲ
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
無
賃
ヲ
以
テ
運
送
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
キ
大
人
ノ
運
賃
ノ
半
額
ヲ
以
テ
運
送
ス
ベ
シ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
運
賃
ニ
十
円
未
満
ノ
端
数
ア
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
切
上
ゲ
計
算
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条
　
鉄
道
ハ
旅
客
ニ
対
シ
運
賃
及
料
金
ノ
正
算
払
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条
　
乗
車
券
ニ
ハ
通
用
区
間
、
通
用
期
間
、
運
賃
額
及
発
行
ノ
日
附
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ハ
之
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条
　
乗
車
券
ハ
其
ノ
通
用
区
間
中
何
レ
ノ
部
分
ニ
付
テ
モ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
但
シ
特
種
ノ
乗
車
券
又
ハ
列
車
ニ
付
鉄
道
ガ
別
段
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

鉄
道
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ
乗
継
停
車
場
ヲ
限
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
四
条
　
旅
客
ハ
改
札
前
旅
行
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
乗
車
券
ノ
発
行
当
日
ニ
限
リ
当
該
乗
車
券
ヲ
返
還
シ
テ
運
賃
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
相
当
ノ
手
数
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

旅
客
ハ
改
札
後
乗
車
券
相
当
ノ
座
席
ナ
キ
為
旅
行
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
鉄
道
係
員
ノ
認
諾
ヲ
受
ケ
当
該
乗
車
券
ヲ
返
還
シ
テ
運
賃
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
旅
客
ハ
旅
行
ヲ
止
メ
タ
ル
コ
ト
ヲ
事
由
ト
シ
テ
運
賃
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
十
五
条
　
旅
客
ハ
乗
車
券
相
当
ノ
座
席
ナ
キ
ト
キ
ハ
予
メ
鉄
道
係
員
ノ
認
諾
ヲ
受
ケ
下
級
車
ニ
乗
車
シ
テ
運
賃
ノ
差
額
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
旅
客
ハ
下
級
車
ニ
乗
車
シ
タ
ル
コ
ト
ヲ
事
由
ト
シ
テ
運
賃
ノ
差
額
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

旅
客
ハ
予
メ
鉄
道
係
員
ノ
認
諾
ヲ
受
ケ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
運
賃
ヲ
支
払
ヒ
上
級
車
ニ
乗
車
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
六
条
　
旅
客
ハ
列
車
ニ
乗
後
レ
タ
ル
為
発
行
当
日
限
リ
通
用
ノ
乗
車
券
ガ
其
ノ
効
力
ヲ
失
フ
ベ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
遅
滞
ナ
ク
当
該
乗
車
券
ヲ
鉄
道
係
員
ニ
提
出
シ
其
ノ
翌
日
迄
通
用
期
間
ノ
延
長
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
特
ニ

列
車
ヲ
指
定
シ
タ
ル
乗
車
券
ヲ
所
持
ス
ル
旅
客
ニ
在
リ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
十
七
条
　
天
災
事
変
其
ノ
他
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
列
車
ノ
運
転
ヲ
中
断
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
旅
客
ニ
対
シ
相
当
ノ
便
宜
ヲ
与
ヘ
之
ガ
保
護
ヲ
為
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
旅
客
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
出
発
停
車
場
迄
無
賃
ヲ
以
テ
送
還
ス
ベ
シ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
旅
客
ヲ
送
還
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
既
ニ
運
送
シ
タ
ル
区
間
ニ
対
ス
ル
運
賃
ヲ
控
除
シ
残
額
ノ
払
戻
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
十
八
条
　
列
車
ガ
遅
延
シ
テ
到
著
シ
タ
ル
為
旅
客
ガ
相
当
ノ
時
間
中
ニ
接
続
ス
ル
列
車
ニ
乗
継
グ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
旅
客
ノ
請
求
ニ
因
リ
出
発
停
車
場
（
途
中
下
車
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
最
近
下
車
停
車
場
）
迄
無
賃
ヲ

以
テ
送
還
ス
ベ
シ
但
シ
旅
客
ガ
出
発
停
車
場
ニ
向
ヒ
運
転
ス
ル
最
初
ノ
列
車
ヲ
以
テ
中
断
ナ
ク
復
帰
ス
ル
場
合
ニ
限
ル

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
旅
客
ヲ
送
還
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
既
ニ
支
払
ヲ
受
ケ
タ
ル
運
賃
（
途
中
下
車
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
最
近
下
車
停
車
場
ト
出
発
停
車
場
ト
ノ
区
間
ニ
対
ス
ル
運
賃
ヲ
控
除
シ
タ
ル
残
額
）
ノ
払
戻
ヲ
為
ス

ベ
シ

第
十
九
条
　
有
効
ノ
乗
車
券
ヲ
所
持
セ
ズ
シ
テ
乗
車
シ
又
ハ
乗
車
券
ノ
検
査
ヲ
拒
ミ
若
ハ
取
集
ノ
際
之
ヲ
渡
サ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
鉄
道
ハ
其
ノ
旅
客
ガ
乗
車
シ
タ
ル
区
間
ニ
対
ス
ル
相
当
運
賃
及
其
ノ
二
倍
以
内
ノ
増
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ

ト
ヲ
得

第
二
十
条
　
旅
客
ハ
列
車
ノ
出
発
合
図
ア
リ
タ
ル
後
ハ
乗
車
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

旅
客
ハ
列
車
ガ
停
車
場
ニ
停
車
シ
タ
ル
後
ニ
非
ザ
レ
バ
下
車
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

旅
客
ハ
列
車
ガ
停
車
場
外
ニ
於
テ
停
車
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
係
員
ノ
許
諾
ヲ
受
ク
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
下
車
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
十
一
条
　
旅
客
ハ
左
ニ
掲
グ
ル
行
為
ヲ
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ

一
　
秩
序
ヲ
紊
シ
又
ハ
風
俗
ヲ
害
ス
ル
行
為
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二
　
保
健
衛
生
上
有
害
ナ
ル
行
為

三
　
車
両
、
器
具
其
ノ
他
鉄
道
ノ
設
備
ヲ
損
壊
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
行
為

四
　
他
人
ニ
危
害
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
行
為

第
二
十
二
条
　
鉄
道
ハ
時
刻
表
ニ
指
示
シ
タ
ル
列
車
ヲ
其
ノ
時
刻
前
ニ
出
発
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

鉄
道
ハ
天
災
事
変
其
ノ
他
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ア
ル
場
合
又
ハ
公
益
上
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
時
刻
表
ニ
指
示
シ
タ
ル
列
車
ノ
運
転
ヲ
休
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
二
十
三
条
　
旅
客
ハ
自
ラ
携
帯
シ
得
ル
物
品
ニ
シ
テ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
セ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
之
ヲ
客
車
内
ニ
持
込
ム
コ
ト
ヲ
得

一
　
爆
発
質
、
自
然
発
火
質
、
腐
蝕
質
其
ノ
他
危
害
ヲ
他
ニ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
物
品
但
シ
銃
用
実
包
又
ハ
銃
用
空
包
ニ
シ
テ
二
百
箇
以
内
（
業
務
上
ノ
必
要
ニ
ヨ
リ
銃
用
実
包
又
ハ
銃
用
空
包
ヲ
携
帯
ス
ル
者
ガ
其
ノ
者
ノ
専
用
ニ

供
ス
ル
列
車
ニ
乗
車
ス
ル
場
合
ハ
五
百
箇
以
内
、
競
技
用
ノ
公
称
口
径
二
十
二
ノ
ヘ
リ
打
チ
ノ
ラ
イ
フ
ル
銃
用
実
包
又
ハ
拳
銃
用
実
包
ヲ
携
帯
ス
ル
者
ガ
乗
車
ス
ル
場
合
ハ
八
百
箇
以
内
）
、
銃
用
雷
管
又
ハ
銃
用
雷
管
附
薬
莢
ニ
シ

テ
四
百
箇
以
内
、
銃
用
火
薬
ニ
シ
テ
容
器
荷
造
共
一
瓩
以
内
及
導
火
線
又
ハ
電
気
導
火
線
ニ
シ
テ
容
器
荷
造
共
三
瓩
以
内
ヲ
超
エ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

二
　
酒
類
、
油
類
其
ノ
他
引
火
シ
易
キ
物
品
但
シ
旅
行
中
使
用
ス
ル
少
量
ノ
モ
ノ
ヲ
除
ク

三
　
刃
物
但
シ
同
乗
者
ニ
危
害
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ナ
キ
様
梱
包
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

四
　
煖
炉
及
焜
炉
但
シ
懐
中
用
ノ
モ
ノ
又
ハ
直
ニ
使
用
シ
得
ザ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

五
　
死
体

六
　
動
物
但
シ
鉄
道
ニ
於
テ
客
車
内
ニ
携
帯
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
諾
シ
タ
ル
小
動
物
ニ
シ
テ
同
乗
者
ニ
迷
惑
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ナ
キ
モ
ノ
ヲ
除
ク

七
　
不
潔
、
臭
気
等
ノ
為
同
乗
者
ニ
迷
惑
ヲ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
物
品

八
　
座
席
又
ハ
通
路
ヲ
塞
グ
ベ
キ
虞
ア
ル
物
品
及
客
車
ヲ
毀
損
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
物
品

前
項
ノ
物
品
ニ
付
テ
ハ
旅
客
自
ラ
之
ヲ
保
管
ス
ル
責
ニ
任
ズ

第
一
項
第
一
号
但
書
ノ
火
薬
類
ハ
銃
用
実
包
、
銃
用
空
包
及
銃
用
雷
管
附
薬
莢
ヲ
弾
帯
ニ
挿
入
ス
ル
場
合
ヲ
除
キ
之
ヲ
容
器
ニ
収
納
シ
且
旅
客
カ
之
ヲ
車
内
ニ
持
込
ム
場
合
ハ
火
気
其
ノ
他
保
安
ニ
付
特
ニ
注
意
ス
ヘ
シ

第
二
十
四
条
　
旅
客
ガ
前
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
七
号
ニ
掲
グ
ル
物
品
ヲ
客
車
内
ニ
持
込
ミ
又
ハ
持
込
マ
ン
ト
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
係
員
ハ
旅
客
ヲ
車
外
又
ハ
鉄
道
地
外
ニ
退
去
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
旅
客
ハ
既
ニ
支
払
ヒ
タ
ル
運
賃
及
料
金
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

鉄
道
ハ
前
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
其
ノ
物
品
ニ
付
乗
車
券
ニ
記
載
シ
タ
ル
通
用
区
間
（
有
効
ノ
乗
車
券
ヲ
所
持
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
乗
車
列
車
ノ
運
転
区
間
）
ニ
対
ス
ル
相
当
運
賃
及
其
ノ
十
倍
以
内
ノ
増
運
賃
並
ニ
前
条
第
一
項
第

一
号
及
第
二
号
ニ
掲
グ
ル
物
品
ニ
在
リ
テ
ハ
尚
其
ノ
重
量
一
瓩
ニ
付
金
千
円
以
内
ノ
増
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ハ
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
二
十
五
条
　
旅
客
ガ
第
二
十
三
条
第
一
項
第
八
号
ニ
掲
グ
ル
物
品
ヲ
客
車
内
ニ
持
込
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
物
品
ニ
付
旅
客
ノ
乗
車
区
間
ニ
於
ケ
ル
運
送
ノ
委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
シ
相
当
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
物
品
ガ
直
ニ
運
送
ノ
引
受
ヲ
為
ス
ニ
適
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
旅
客
ヲ
最
近
停
車
場
ニ
下
車
セ
シ
メ
且
其
ノ
物
品
ニ
付
既
ニ
運
送
シ
タ
ル
区
間
ニ
対
ス
ル
相
当
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
五
条
ノ
二
　
鉄
道
係
員
ハ
旅
客
ガ
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
物
品
ヲ
客
車
内
ニ
持
込
ム
コ
ト
其
ノ
他
危
害
ヲ
他
ニ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
行
為
ヲ
防
止
ス
ル
為
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
旅
客
又

ハ
公
衆
ノ
立
会
ヲ
以
テ
其
ノ
携
帯
ス
ル
物
品
ヲ
点
検
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
係
員
ハ
旅
客
又
ハ
公
衆
ニ
対
シ
当
該
点
検
ニ
必
要
ナ
ル
協
力
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

旅
客
又
ハ
公
衆
ガ
前
項
ノ
点
検
又
ハ
協
力
ノ
求
ヲ
拒
ミ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
係
員
ハ
当
該
旅
客
又
ハ
公
衆
ニ
対
シ
車
外
又
ハ
鉄
道
地
外
ニ
退
去
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
五
条
ノ
三
　
鉄
道
ハ
車
内
ニ
於
ケ
ル
第
二
十
一
条
各
号
ニ
掲
グ
ル
行
為
ノ
抑
止
ノ
効
果
ヲ
高
ム
ル
為
車
両
ノ
客
室
ニ
車
内
ノ
状
況
ヲ
記
録
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
キ
設
備
ヲ
備
付
ク
ベ
シ
但
シ
運
行
形
態
、
旅
客
ノ
利
用
状
況
其
ノ
他

ノ
事
由
ヲ
勘
案
シ
テ
国
土
交
通
大
臣
ノ
定
ム
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
三
章
　
荷
物
運
送

第
一
節
　
通
則

第
二
十
六
条
　
旅
客
又
ハ
荷
送
人
ハ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
種
類
、
性
質
、
重
量
、
運
送
距
離
其
ノ
他
運
送
ノ
態
様
ニ
従
ヒ
其
ノ
滅
失
、
毀
損
及
鉄
道
ノ
設
備
又
ハ
他
ノ
託
送
手
荷
物
若
ハ
貨
物
其
ノ
他
ニ
対
ス
ル
損
害
ヲ
生
ゼ
シ
メ

ザ
ル
様
適
当
ナ
ル
荷
造
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
二
十
七
条
　
荷
送
人
ハ
貨
物
ノ
外
面
ニ
其
ノ
品
名
、
到
達
停
車
場
ノ
名
称
、
荷
送
人
及
荷
受
人
ノ
氏
名
若
ハ
商
号
及
住
所
並
ニ
配
達
ヲ
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
其
ノ
届
先
ヲ
明
瞭
ニ
記
載
シ
又
ハ
之
等
ノ
事
項
ヲ
記
載
セ
ル
荷
札

ヲ
括
附
ス
ベ
シ
旅
客
ガ
託
送
ス
ル
手
荷
物
ニ
付
亦
同
ジ

第
二
十
八
条
　
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ヲ
高
価
品
ト
ス

一
　
貨
幣
、
紙
幣
、
銀
行
券
、
印
紙
、
郵
便
切
手
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
六
項
ニ
規
定
ス
ル
一
般
信
書
便
事
業
者
又
ハ
同
条
第
九
項
ニ
規
定
ス
ル
特
定
信

書
便
事
業
者
ニ
依
ル
同
条
第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
信
書
便
ノ
役
務
ニ
関
ス
ル
料
金
ノ
支
払
ノ
為
ニ
使
用
シ
得
ル
証
票
及
公
債
証
書
、
財
務
省
証
券
、
株
券
、
債
券
、
商
品
券
其
ノ
他
ノ
有
価
証
券
並
ニ
金
、
銀
、
白
金
其
ノ
他
ノ
貴
金

属
、
イ
リ
ヂ
ウ
ム
、
タ
ン
グ
ス
テ
ン
其
ノ
他
ノ
稀
金
属
、
金
剛
石
、
紅
玉
、
緑
柱
石
、
琥
珀
、
真
珠
其
ノ
他
ノ
宝
玉
石
、
象
牙
、
鼈
甲
、
珊
瑚
及
其
ノ
各
製
品

二
　
美
術
品
及
骨
董
品

三
　
容
器
荷
造
ヲ
加
ヘ
一
瓩
ノ
価
格
金
四
万
円
ノ
割
合
ヲ
超
ユ
ル
物
但
シ
動
物
ヲ
除
ク

高
価
品
ト
高
価
品
ニ
非
ザ
ル
モ
ノ
ト
ヲ
混
ゼ
ル
場
合
ニ
於
テ
容
器
荷
造
ヲ
加
ヘ
一
瓩
ノ
価
格
金
四
万
円
ノ
割
合
ヲ
超
エ
ザ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
高
価
品
ニ
非
ザ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

第
一
項
第
三
号
及
前
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
重
量
及
価
格
ハ
一
荷
造
毎
ニ
之
ヲ
計
算
ス

第
二
十
九
条
　
要
償
額
ノ
表
示
ハ
送
リ
状
ヲ
提
出
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
送
リ
状
ニ
之
ヲ
記
載
シ
、
送
リ
状
ヲ
提
出
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
要
償
額
申
告
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
五
十
三
条
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
要
償
額
申
告
書
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
十
条
　
要
償
額
ノ
表
示
料
ハ
左
ノ
割
合
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
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一
　
託
送
手
荷
物
（
第
二
号
及
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ヲ
含
ム
）

　

表
示
額
金
千
円
迄
毎
ニ

　

金
　
一
円

二
　
高
価
品

　

同

　

金
　
一
円

三
　
動
物

　

同

　

金
　
三
円

四
　
其
ノ
他
ノ
貨
物

　

同

　

金
五
十
銭

前
項
ノ
規
定
ハ
一
口
ニ
付
金
十
円
ヲ
超
エ
ザ
ル
範
囲
内
ニ
於
テ
最
低
料
金
ヲ
設
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

鉄
道
営
業
法
第
十
一
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
超
過
部
分
ニ
対
ス
ル
表
示
料
ニ
付
テ
ハ
之
ガ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
三
十
一
条
　
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ニ
対
ス
ル
引
渡
期
間
ハ
左
ノ
各
号
ノ
期
間
ヲ
合
算
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

一
　
発
送
期
間

二
　
輸
送
期
間

三
　
集
配
期
間

発
送
期
間
ハ
託
送
手
荷
物
ニ
在
リ
テ
ハ
運
送
ノ
為
受
取
リ
タ
ル
日
ト
シ
其
ノ
他
ノ
貨
物
ニ
在
リ
テ
ハ
運
送
ノ
為
受
取
タ
ル
日
及
其
ノ
翌
日
ト
ス
但
シ
第
五
十
六
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
受
取
リ
タ
ル
貨
物
ニ
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
発
送
シ
得
ル

ニ
至
リ
タ
ル
日
ヲ
以
テ
運
送
ノ
為
受
取
リ
タ
ル
日
ト
看
做
ス

輸
送
期
間
ハ
運
賃
計
算
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
輸
送
ノ
経
路
ニ
由
リ
各
鉄
道
毎
ニ
左
ノ
各
号
ノ
通
ト
ス

一
　
託
送
手
荷
物
ニ
付
テ
ハ
四
百
粁
迄
毎
ニ
一
日

二
　
貨
物
ニ
付
テ
ハ
百
六
十
粁
迄
毎
ニ
一
日

集
配
期
間
ハ
停
車
場
外
ニ
於
テ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
受
取
又
ハ
引
渡
ヲ
為
ス
場
合
ニ
ハ
其
ノ
各
ニ
付
一
日
ト
ス

鉄
道
ノ
責
ニ
帰
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
前
各
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
計
算
シ
タ
ル
引
渡
期
間
満
了
後
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
引
渡
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
遅
延
日
数
丈
ケ
引
渡
期
間
ハ
延
長
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
看
做
ス

前
各
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
計
算
シ
タ
ル
引
渡
期
間
満
了
後
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
引
渡
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ガ
其
ノ
引
渡
ノ
準
備
ヲ
為
シ
且
到
達
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
付
其
ノ
通
知
ヲ
発
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
後

ノ
期
間
ニ
付
テ
ハ
鉄
道
ノ
責
ニ
帰
ス
ベ
キ
事
由
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
引
渡
期
間
ハ
之
ヲ
超
過
セ
ザ
リ
シ
モ
ノ
ト
看
做
ス

第
三
十
二
条
　
鉄
道
ハ
運
送
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
動
物
ニ
付
テ
ハ
之
ガ
飼
養
ノ
責
ニ
任
ゼ
ズ

第
三
十
三
条
　
鉄
道
ハ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ガ
損
敗
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
旅
客
又
ハ
貨
主
ニ
対
シ
相
当
ノ
期
間
ヲ
定
メ
其
ノ
処
分
ニ
付
指
図
ヲ
為
ス
ベ
キ
旨
ヲ
催
告
ス
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
旅
客
若
ハ
貨
主
ガ
指
図
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
又
ハ
其
ノ
指
図
ヲ
待
ツ
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
旅
客
又
ハ
貨
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
之
ヲ
公
売
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
公
売
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
旅
客
又
ハ
貨
主
ニ
通
知
ス
ベ
シ

第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
公
売
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
売
却
代
金
ヲ
運
賃
、
料
金
其
ノ
他
ノ
費
用
ノ
弁
済
ニ
充
当
シ
残
額
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
旅
客
又
ハ
貨
主
ニ
交
付
シ
不
足
額
ア
ル
ト
キ
ハ
之
ガ
支
払
ヲ
請
求
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
三
十
四
条
　
鉄
道
ハ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
引
渡
ヲ
為
ス
際
滅
失
、
毀
損
又
ハ
延
著
ヲ
事
由
ト
シ
テ
旅
客
又
ハ
貨
主
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
引
渡
品
ノ
数
量
、
状
態
又
ハ
引
渡
ノ
年
月
日
ニ
付
証
明
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

第
三
十
五
条
　
第
二
十
四
条
ノ
規
定
ハ
旅
客
又
ハ
公
衆
ガ
物
品
ノ
無
賃
運
送
ヲ
図
リ
因
テ
運
賃
ヲ
逋
脱
シ
又
ハ
逋
脱
セ
ン
ト
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
節
　
手
荷
物
運
送

第
三
十
六
条
　
旅
客
ハ
鉄
道
ガ
手
荷
物
ノ
運
送
ヲ
為
サ
ザ
ル
定
其
ノ
他
別
段
ノ
定
ヲ
為
シ
タ
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
ノ
旅
行
ニ
必
要
ナ
ル
物
品
ヲ
手
荷
物
ト
シ
テ
託
送
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
十
七
条
　
旅
客
ハ
火
薬
類
其
ノ
他
ノ
危
険
品
、
危
害
ヲ
他
ニ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
物
品
又
ハ
臭
気
ヲ
発
シ
若
ハ
不
潔
ナ
ル
物
品
ヲ
手
荷
物
ト
シ
テ
託
送
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
三
十
八
条
　
削
除

第
三
十
九
条
　
旅
客
ハ
手
荷
物
ヲ
託
送
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
乗
車
券
ヲ
鉄
道
係
員
ニ
呈
示
ス
ベ
シ

第
四
十
条
　
鉄
道
ハ
運
送
ノ
為
手
荷
物
ヲ
受
取
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
手
荷
物
符
票
ヲ
交
付
ス
ベ
シ

第
四
十
一
条
　
鉄
道
ハ
託
送
手
荷
物
ヲ
旅
客
ト
同
一
列
車
ヲ
以
テ
運
送
ス
ベ
シ
但
シ
運
送
上
ノ
支
障
ア
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
四
十
二
条
　
鉄
道
ハ
手
荷
物
符
票
ヲ
所
持
ス
ル
旅
客
ニ
託
送
手
荷
物
ノ
引
渡
ヲ
為
ス
ベ
シ

旅
客
ガ
手
荷
物
符
票
ヲ
所
持
セ
ズ
シ
テ
託
送
手
荷
物
ノ
引
渡
ヲ
請
求
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
当
該
旅
客
ガ
其
ノ
権
利
ヲ
証
明
シ
又
ハ
相
当
ノ
担
保
ヲ
供
シ
タ
ル
場
合
ニ
限
リ
之
ガ
引
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
三
条
　
鉄
道
ハ
予
メ
旅
客
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
途
中
停
車
場
ニ
於
テ
託
送
手
荷
物
ノ
引
渡
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ
運
送
上
ノ
支
障
ア
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
旅
客
ハ
既
ニ
支
払
ヒ
タ
ル
運
賃
ノ
払
戻
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
四
十
四
条
　
鉄
道
ハ
第
十
七
条
第
二
項
又
ハ
第
十
八
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
送
還
ス
ル
旅
客
ノ
託
送
手
荷
物
ヲ
其
ノ
旅
客
ガ
送
還
セ
ラ
ル
ベ
キ
区
間
ニ
限
リ
無
賃
ヲ
以
テ
之
ヲ
返
送
ス
ベ
シ

第
十
七
条
第
三
項
又
ハ
第
十
八
条
第
二
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
返
送
ス
ル
託
送
手
荷
物
ノ
運
賃
ノ
払
戻
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
十
五
条
　
旅
客
ガ
託
送
手
荷
物
ノ
到
達
シ
タ
ル
後
二
十
四
時
間
内
ニ
之
ヲ
引
取
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
後
ノ
時
間
ニ
対
シ
相
当
ノ
保
管
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
六
条
　
第
五
十
九
条
ノ
規
定
ハ
旅
客
ガ
手
荷
物
ト
シ
テ
託
送
シ
得
ザ
ル
物
品
ヲ
他
ノ
品
名
ニ
依
リ
託
送
シ
タ
ル
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
三
節
　
貨
物
運
送

第
四
十
七
条
　
貨
物
ヲ
託
送
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
鉄
道
ノ
許
諾
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
該
貨
物
ヲ
託
送
ス
ル
ニ
至
ル
迄
自
己
ノ
責
任
ヲ
以
テ
停
車
場
其
ノ
他
鉄
道
地
内
ニ
一
時
之
ヲ
留
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
相
当
ノ
留
置
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
十
八
条
　
貨
物
ヲ
託
送
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
時
間
内
ニ
其
ノ
手
続
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
四
十
九
条
　
死
体
ヲ
託
送
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
死
亡
証
書
ヲ
呈
示
シ
テ
之
ガ
運
送
ノ
申
込
ヲ
為
ス
ベ
シ
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死
体
ノ
託
送
人
ハ
送
リ
状
ニ
死
亡
証
書
ノ
写
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

第
五
十
条
　
荷
送
人
ハ
貨
物
ヲ
託
送
ス
ル
際
送
リ
状
ヲ
提
出
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

送
リ
状
ニ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
貸
切
貨
車
積
以
外
ノ
貨
物
ノ
送
リ
状
ニ
在
リ
テ
ハ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
第
一
号
乃
至
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
事
項
ヲ
省
略
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
　
貨
物
ノ
品
名
、
重
量
又
ハ
容
積
及
其
ノ
荷
造
ノ
種
類
、
箇
数
並
ニ
記
号

二
　
発
送
停
車
場
ノ
名
称

三
　
到
達
停
車
場
ノ
名
称

四
　
荷
受
人
ノ
氏
名
又
ハ
商
号
及
住
所

五
　
要
償
額
ヲ
表
示
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
金
額

六
　
高
価
品
ニ
付
其
ノ
価
額
ヲ
明
告
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
金
額

七
　
運
賃
ノ
支
払
方
法

八
　
特
約
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
事
項

九
　
送
リ
状
ノ
作
成
地
及
其
ノ
作
成
ノ
年
月
日

十
　
荷
送
人
ノ
氏
名
又
ハ
商
号
及
住
所

第
五
十
一
条
　
荷
送
人
ハ
送
リ
状
ノ
記
載
ニ
付
鉄
道
ニ
対
シ
其
ノ
責
ニ
任
ズ

第
五
十
二
条
　
鉄
道
ハ
荷
送
人
ヨ
リ
貨
物
ヲ
受
取
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
送
リ
状
ニ
其
ノ
受
取
番
号
ヲ
記
入
ス
ベ
シ

第
五
十
三
条
　
荷
送
人
ハ
送
リ
状
ヲ
提
出
ス
ル
際
其
ノ
謄
本
ノ
交
付
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
運
送
状
ノ
謄
本
ヲ
交
付
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
相
当
ノ
手
数
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
四
条
　
荷
送
人
ハ
貨
物
ヲ
託
送
ス
ル
際
其
ノ
運
賃
及
料
金
ヲ
支
払
フ
ベ
シ

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
其
ノ
金
額
ヲ
確
定
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ノ
請
求
ニ
因
リ
概
算
額
ヲ
支
払
フ
ベ
シ

第
五
十
五
条
　
鉄
道
ハ
死
体
又
ハ
動
物
ノ
運
送
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
受
取
ノ
日
時
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
六
条
　
鉄
道
ハ
貨
物
ノ
運
送
ヲ
引
受
ケ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
直
ニ
其
ノ
運
送
ヲ
為
シ
得
ザ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
特
約
ヲ
以
テ
当
該
貨
物
ヲ
受
取
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
送
リ
状
ニ
其
ノ
特
約
条
項
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
貨
物
ノ
運
送
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
迄
ノ
期
間
ニ
対
シ
相
当
ノ
保
管
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
十
七
条
　
削
除

第
五
十
八
条
　
鉄
道
ハ
死
体
、
動
物
其
ノ
他
特
種
ノ
管
理
ヲ
要
ス
ル
貨
物
ノ
運
送
ニ
付
附
添
人
ヲ
附
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

鉄
道
ハ
荷
送
人
ニ
対
シ
相
当
ノ
附
添
人
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附
添
人
ノ
管
理
ス
ル
貨
物
ニ
付
テ
ハ
鉄
道
ハ
之
ガ
保
管
ノ
責
ニ
任
ゼ
ズ

附
添
人
ハ
貨
物
ノ
運
送
中
ニ
於
ケ
ル
管
理
ニ
必
要
ナ
ル
物
品
ニ
非
ザ
レ
バ
之
ヲ
車
内
ニ
持
込
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
五
十
九
条
　
貨
物
ノ
品
名
、
重
量
其
ノ
他
送
リ
状
ノ
記
載
ニ
基
キ
計
算
シ
タ
ル
運
賃
ガ
正
当
運
賃
ニ
不
足
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
不
足
額
及
其
ノ
十
倍
以
内
ノ
増
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

荷
送
人
ガ
火
薬
類
其
ノ
他
ノ
危
険
品
ヲ
他
ノ
品
名
ニ
依
リ
託
送
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
鉄
道
ハ
其
ノ
重
量
一
瓩
ニ
付
金
千
円
以
内
ノ
増
運
賃
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

前
二
項
ノ
規
定
ハ
損
害
賠
償
ノ
請
求
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
六
十
条
　
貨
物
ノ
積
卸
ハ
鉄
道
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ
但
シ
貸
切
貨
車
積
貨
物
、
死
体
、
動
物
及
一
箇
ノ
長
六
米
、
重
量
三
百
瓩
又
ハ
容
積
一
立
方
米
ヲ
超
ユ
ル
貨
物
ノ
積
卸
ハ
貨
主
ニ
於
テ
之
ヲ
為
ス
ベ
シ

第
六
十
一
条
　
貨
主
ガ
貨
物
ノ
積
卸
ヲ
為
ス
ベ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
積
卸
ノ
準
備
ヲ
為
シ
タ
ル
後
貨
主
ニ
対
シ
其
ノ
旨
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ベ
シ

第
六
十
二
条
　
貨
主
ガ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
積
卸
時
間
内
ニ
貨
物
ノ
積
卸
ヲ
完
了
セ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
後
ノ
時
間
ニ
対
シ
相
当
ノ
貨
車
留
置
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

鉄
道
ハ
貨
主
ガ
取
卸
時
間
内
ニ
貨
物
ノ
取
卸
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
ハ
貨
主
ノ
費
用
ヲ
以
テ
其
ノ
取
卸
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
三
条
　
貨
主
ガ
貨
物
ノ
積
卸
ヲ
為
ス
ベ
キ
場
合
ニ
於
テ
鉄
道
ノ
機
械
又
ハ
器
具
ヲ
使
用
ス
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
相
当
ノ
使
用
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
十
四
条
　
鉄
道
ハ
無
蓋
貨
車
用
ノ
覆
布
及
綱
ヲ
準
備
ス
ベ
シ

鉄
道
ハ
前
項
ノ
覆
布
又
ハ
綱
ノ
使
用
ニ
付
テ
ハ
料
金
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
六
十
五
条
　
貨
物
ノ
種
類
又
ハ
性
質
ニ
因
リ
鎖
錠
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
又
ハ
濡
損
若
ハ
引
火
ノ
虞
ア
ル
モ
ノ
ハ
有
蓋
貨
車
ニ
搭
載
ス
ベ
シ
但
シ
特
約
ア
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
六
十
六
条
　
死
体
ハ
特
約
ニ
依
リ
特
別
車
ニ
搭
載
ス
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
手
荷
物
車
又
ハ
有
蓋
貨
車
ニ
搭
載
ス
ベ
シ

死
体
ハ
他
ノ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ト
隔
離
シ
テ
搭
載
ス
ベ
シ

飲
食
物
又
ハ
其
ノ
原
料
品
ハ
死
体
ト
同
一
車
ニ
搭
載
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ

第
六
十
七
条
　
死
体
ハ
運
送
上
ノ
支
障
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
到
達
停
車
場
ニ
直
通
ス
ル
列
車
ヲ
以
テ
急
送
ス
ベ
シ

第
六
十
八
条
　
貨
物
ガ
到
達
停
車
場
ニ
到
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
遅
滞
ナ
ク
到
達
ノ
通
知
ヲ
発
ス
ベ
シ
但
シ
配
達
ヲ
為
ス
ベ
キ
モ
ノ
ニ
在
リ
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
六
十
九
条
　
死
体
ガ
到
達
停
車
場
ニ
到
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
遅
滞
ナ
ク
之
ヲ
引
取
ル
ベ
シ

死
体
ガ
到
達
シ
タ
ル
後
六
時
間
内
ニ
之
ヲ
引
取
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
到
達
地
所
轄
警
察
署
ニ
其
ノ
旨
ヲ
届
出
ヅ
ベ
シ

第
七
十
条
　
削
除

第
七
十
一
条
　
貨
主
ガ
鉄
道
ノ
定
ム
ル
引
取
時
間
内
ニ
貨
物
ノ
引
渡
ニ
応
ゼ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
其
ノ
後
ノ
時
間
ニ
対
シ
相
当
ノ
保
管
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
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貨
主
ガ
貨
物
ノ
引
渡
ヲ
受
ケ
タ
ル
後
之
ヲ
引
取
ラ
ザ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
相
当
ノ
留
置
料
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
引
取
時
間
内
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

第
七
十
二
条
　
天
災
事
変
其
ノ
他
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
事
由
ニ
因
リ
貨
物
ノ
運
送
ヲ
継
続
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
荷
送
人
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
発
送
停
車
場
迄
無
賃
ヲ
以
テ
之
ヲ
返
送
ス
ベ
シ

第
十
七
条
第
三
項
ノ
規
定
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
返
送
ス
ル
貨
物
ノ
運
賃
ノ
払
戻
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
四
章
　
鉄
道
ノ
責
任

第
七
十
三
条
　
要
償
額
ノ
表
示
ナ
キ
託
送
手
荷
物
、
高
価
品
又
ハ
動
物
ノ
滅
失
又
ハ
毀
損
ニ
因
ル
損
害
ニ
付
鉄
道
ガ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ニ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
金
額
ヲ
超
エ
賠

償
ノ
責
ニ
任
ゼ
ズ

一
　
託
送
手
荷
物
（
第
二
号
及
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
モ
ノ
ヲ
含
ム
）

　

一
個
ニ
付

　

金
十
万
円

　

但
シ
旅
客
一
人
ニ
付
金
十
六
万
円
ヲ
最
高
額
ト
ス

二
　
高
価
品
一
瓩
（
容
器
荷
造
ヲ
含
ム
）
迄
毎
ニ

　

　

　

金
四
万
円

　

但
シ
一
口
金
四
百
万
円
ヲ
最
高
額
ト
ス

三
　
動
物

　

　

　

　

　

　

牛

　

一
頭
ニ
付

　

金
二
十
五
万
円

　

子
牛

　

同

　

金
十
万
円

　

馬

　

同

　

金
十
五
万
円

　

豚

　

同

　

金
二
万
五
千
円

　

犬

　

同

　

金
三
万
円

　

其
ノ
他
ノ
獣
類

　

同

　

金
二
万
円

　

其
ノ
他
ノ
動
物

　

一
瓩
（
容
器
荷
造
ヲ
含
ム
）
迄
毎
ニ

　

金
二
千
円

　

但
シ
一
口
金
二
十
万
円
ヲ
最
高
額
ト
ス

第
七
十
四
条
　
要
償
額
ノ
表
示
ア
ル
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
延
著
ニ
因
ル
損
害
ニ
付
鉄
道
ガ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ル
場
合
ニ
於
テ
支
払
フ
ベ
キ
金
額
ハ
鉄
道
ニ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
各
号
ニ
依
ル

一
　
請
求
者
ニ
於
テ
延
著
ニ
因
ル
損
害
額
ヲ
証
明
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
表
示
額
ヲ
限
度
ト
シ
テ
一
切
ノ
損
害
額

二
　
其
ノ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
運
賃
額
ヲ
限
度
ト
シ
テ
延
著
ノ
期
間
一
日
迄
毎
ニ
運
賃
額
ノ
百
分
ノ
十

要
償
額
ノ
表
示
ナ
キ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
延
著
ニ
因
ル
損
害
ニ
付
鉄
道
ガ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ル
場
合
ニ
於
テ
支
払
フ
ベ
キ
金
額
ハ
鉄
道
ニ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
各
号
ニ
依
ル

一
　
請
求
者
ニ
於
テ
延
著
ニ
因
ル
損
害
額
ヲ
証
明
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
運
賃
額
ヲ
限
度
ト
シ
テ
一
切
ノ
損
害
額

二
　
其
ノ
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
運
賃
額
ノ
二
分
ノ
一
ヲ
限
度
ト
シ
テ
延
著
ノ
期
間
一
日
迄
毎
ニ
運
賃
額
ノ
百
分
ノ
五

前
二
項
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
運
賃
額
ハ
当
該
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
運
賃
額
及
其
ノ
集
配
ノ
為
受
ク
ル
金
額
ヲ
合
算
シ
タ
ル
額
ト
ス

第
一
項
第
二
号
及
第
二
項
第
二
号
ノ
場
合
ニ
於
テ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ノ
一
部
ガ
延
著
シ
又
ハ
延
著
ノ
期
間
ヲ
異
ニ
ス
ル
ト
キ
鉄
道
ノ
支
払
フ
ベ
キ
金
額
ハ
延
著
シ
タ
ル
各
部
分
ノ
数
量
ニ
付
之
ヲ
計
算
ス

第
七
十
五
条
　
鉄
道
営
業
法
第
十
三
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
留
保
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
留
保
者
ノ
請
求
ア
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
之
ガ
証
明
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

鉄
道
営
業
法
第
十
三
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
留
保
ア
リ
タ
ル
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ニ
付
其
ノ
到
達
、
発
見
等
ニ
因
リ
引
渡
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
鉄
道
ハ
賠
償
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ニ
対
シ
遅
滞
ナ
ク
其
ノ
旨
ヲ

通
知
ス
ベ
シ

第
七
十
六
条
　
一
時
預
リ
品
ノ
滅
失
又
ハ
毀
損
ニ
因
ル
損
害
ニ
付
鉄
道
ガ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ズ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ニ
悪
意
又
ハ
重
大
ナ
ル
過
失
ア
ル
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
一
箇
ニ
付
金
三
万
円
ヲ
超
エ
賠
償
ノ
責
ニ
任
ゼ
ズ

第
五
章
　
非
常
事
態
発
生
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
運
送

第
七
十
七
条
　
非
常
事
態
ノ
発
生
ニ
際
シ
運
送
上
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
第
四
条
、
第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
五
条
及
第
二
十
二
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ラ
ザ
ル
コ
ト
及
第
十
三
条
第
一
項
本
文
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ズ

乗
車
券
ノ
効
力
ニ
付
別
段
ノ
定
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
八
条
　
非
常
事
態
ノ
発
生
ニ
際
シ
運
送
上
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
貨
物
ノ
受
取
ノ
日
時
ヲ
指
定
シ
又
ハ
貨
物
ヲ
託
送
セ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
其
ノ
託
送
前
貨
物
ノ
品
名
、
数
量
、
到
達
停
車
場
ノ
名
称
等
ヲ
申
告
ス

ベ
キ
コ
ト
ヲ
請
求
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
七
十
九
条
　
非
常
事
態
ノ
発
生
ニ
際
シ
運
送
上
ノ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
ハ
託
送
手
荷
物
又
ハ
貨
物
ニ
対
ス
ル
引
渡
期
間
ノ
算
定
ニ
当
リ
合
算
セ
ラ
ル
ベ
キ
発
送
期
間
其
ノ
他
ノ
期
間
ヲ
各
二
倍
以
内
ニ
延
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附
　
則

本
令
ハ
昭
和
十
七
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
八
年
五
月
二
四
日
鉄
道
省
令
第
二
一
号
）

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
一
九
年
三
月
三
〇
日
運
輸
通
信
省
令
第
五
三
号
）

本
令
ハ
昭
和
十
九
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
一
年
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
号
）

本
令
ハ
昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

附
　
則
　
（
昭
和
二
三
年
七
月
一
〇
日
総
理
庁
令
・
運
輸
省
令
第
六
号
）

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
五
年
一
一
月
二
日
運
輸
省
令
第
八
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
六
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
四
九
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
五
月
一
日
運
輸
省
令
第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
六
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
六
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
〇
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
鉄
道
運
輸
規
程
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
認
可
の
申
請
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
運
輸
規
程
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
四
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
九
月
二
六
日
運
輸
省
令
第
二
九
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
一
二
月
二
七
日
国
土
交
通
省
令
第
九
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
二
一
日
国
土
交
通
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
八
日
国
土
交
通
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
九
月
一
五
日
国
土
交
通
省
令
第
六
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
十
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
製
造
に
係
る
契
約
が
結
ば
れ
た
車
両
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
鉄
道
運
輸
規
程
第
二
十
五
条
ノ
三
の
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
軌
道
運
輸
規
程
第
九
条
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。
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